
京都市告示第   号 

 地方自治法第２６０条の２第１１項の規定に基づき、平成２０年８月１２日付けで

認可した上梅ノ木町北部町内会、平成５年９月３０日付けで認可した日ノ岡第１南部

町内会、平成１６年２月１９日付けで認可した樫原佃地区自治会、平成９年３月１４

日付けで認可した醍醐北団地会、平成８年２月１９日付けで認可した釜座町町内会に

ついて変更の届出があったため、同条第１０項の規定により次のとおり告示します。 

  令和７年６月３日 

京都市長 松井 孝治   

  

変更があった事項及びその内容 

 

１ 上梅ノ木町北部町内会 

代表者の氏名 代表者の住所及び所在地 （期間） 

池内 幹子 
京都市北区紫竹上梅ノ木町 

２１番地 

令和３年４月１５日から 

令和４年４月１５日まで 

和田 憲治 
京都市北区紫竹上梅ノ木町 

３６番地 

令和４年４月１６日から 

令和６年４月２６日まで 

中島 純一 
京都市北区紫竹上梅ノ木町 

３３番地 

令和６年４月２７日から 

令和７年４月１９日まで 

髙山 拓哉 
京都市北区紫竹上梅ノ木町 

３８番地１ 
令和７年４月２０日から 

 

 

２ 日ノ岡第１南部町内会 

 変更前 変更後 

代表者の氏名 饒平名 知秋 植田 孝久 

代表者の住所 
京都市山科区日ノ岡朝田町 

２９番地９ 

京都市山科区日ノ岡朝田町 

２４番地７ 

１９４



３ 樫原佃地区自治会 

 変更前 変更後 

代表者の氏名 小嶋 孝政 八木 保宏 

代表者の住所 
京都市西京区樫原佃 

２番地２８ 

京都市西京区樫原佃 

３番地４ 

 

 

４ 醍醐北団地会 

 変更前 変更後 

代表者の氏名 治田 紫乃 翁長 佳織 

代表者の住所 
京都市伏見区醍醐大高町 

１４番地の２ 

京都市伏見区醍醐京道町 

１番地２９ 

 

 

５ 釜座町町内会 

 変更前 変更後 

代表者の氏名 宮田 幸夫 長谷川 明 

代表者の住所 
京都市中京区三条通西洞院

東入釜座町２番地 

京都市中京区三条通西洞院東

入釜座町５番地 

 

 

（文化市民局地域自治推進室） 


